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附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
民
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
建
設
業
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
、
建
設
業
に
お
け
る
重
大
な
労
働
災
害
の
発
生
状
況
等
を
踏
ま
え
、
公
共
工
事
の
み
な
ら
ず
全
て
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
建
設

工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
等
し
く
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、
都
道
府
県
及
び
建
設
業
者
等
の
責
務
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、

も
っ
て
建
設
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
建
設
工
事
」
と
は
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
建
設
工
事
従
事
者
」
と
は
、
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
建
設
業
者
」
と
は
、
建
設
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
建
設
業
者
等
」
と
は
、
建
設
業
者
及
び
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
三
十
七
に
規
定
す
る
建
設
業
者
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
い
て
適
正
な
請
負
代
金
の
額
、
工
期
等
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
建
築
物
等
の
設
計
、
建
設
工
事
の
施
工
等
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
関
す
る
建
設
業
者
等
及
び
建
設
工
事
従
事
者
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
で
衛
生
的
な
作
業
の
遂
行
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と

し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
処
遇
の
改
善
及
び
地
位
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条
　
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
都
道
府
県
の
責
務
）

第
五
条
　
都
道
府
県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
の
実
情
に
応
じ
た
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務

を
有
す
る
。

（
建
設
業
者
等
の
責
務
）

第
六
条
　
建
設
業
者
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
又
は
都
道
府
県
が
実
施
す
る
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全

及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
七
条
　
政
府
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
基
本
計
画
等

（
基
本
計
画
）

第
八
条
　
政
府
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二
　
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
し
、
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
政
府
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６
　
政
府
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
並
び
に
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、

基
本
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
計
画
）

第
九
条
　
都
道
府
県
は
、
基
本
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
基
本
的
施
策

（
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
け
る
経
費
の
適
切
か
つ
明
確
な
積
算
等
）

第
十
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
い
て
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
十
分
配
慮
さ
れ
た
請
負
代
金
の
額
、
工
期
等
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全

及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
経
費
（
建
設
工
事
従
事
者
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
料
を
含
む
。
）
の
適
切
か
つ
明
確
な
積
算
、
明
示
及
び
支
払
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
責
任
体
制
の
明
確
化
）

第
十
一
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
責
任
体
制
の
明
確
化
に
資
す
る
よ
う
、
建
設
工
事
に
係
る
下
請
関
係
の
適
正
化
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
工
事
の
現
場
に
お
け
る
措
置
の
統
一
的
な
実
施
）

第
十
二
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
の
現
場
に
お
い
て
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
措
置
が
統
一
的
に
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
、
建
設
業
者
の
間
の
連
携
の
促
進
、
当
該
現
場
に
お
け
る
作
業
を
行
う

全
て
の
建
設
工
事
従
事
者
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
関
係
の
状
況
の
把
握
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
工
事
の
現
場
の
安
全
性
の
点
検
等
）

第
十
三
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
た
め
、
建
設
工
事
の
現
場
の
安
全
性
の
点
検
、
分
析
、
評
価
等
に
係
る
建
設
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
た
め
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
配
慮
し
た
建
築
物
等
の
設
計
の
普
及
並
び
に
建
設
工
事
の
安
全
な
実
施
に
資
す
る
と
と
も
に
省
力
化
及

び
生
産
性
の
向
上
に
も
配
意
し
た
材
料
、
資
機
材
及
び
施
工
方
法
の
開
発
及
び
普
及
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
）

第
十
四
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
関
す
る
建
設
業
者
等
及
び
建
設
工
事
従
事
者
の
意
識
の
啓
発
を
図
る
た
め
、
建
設
業
者
に
よ
る
建
設
工
事
従
事
者
の
従
事
す
る
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛

生
の
た
め
の
教
育
の
適
切
な
実
施
の
促
進
、
建
設
業
者
等
に
よ
る
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
に
係
る
自
主
的
な
取
組
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
建
設
工
事
従
事
者
安
全
健
康
確
保
推
進
会
議

第
十
五
条
　
政
府
は
、
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
相
互
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
推
進
を
図
る
た

め
、
建
設
工
事
従
事
者
安
全
健
康
確
保
推
進
会
議
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
関
係
行
政
機
関
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
す
る
建
設
工
事
従
事
者
安
全
健
康
確
保
推
進
専
門
家
会
議
を
設
け
、
前
項
の
調
整
を
行
う
に
際
し
て
は
、
そ
の

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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